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｢と畜場から排出される汚泥の流通実態調査への協力依頼について｣の

一部改正について

めん羊及び山羊（以下「めん山羊」という。）に由来する肥料については、「肉

骨粉等の当面の取扱いについて」（平成13年10月1日付け13生畜第3388号農林水

産省生産局長・水産庁長官通知）により、平成13年10月４日以降の製造及び工場

からの出荷について、一時停止を要請している。

今般、めん山羊に由来すると畜場汚泥を原料とする肥料（乾燥菌体肥料を含

む。）について、牛に由来すると畜場汚泥を原料とする肥料と同様に、「と畜場

から排出される汚泥の肥料利用について」（平成27年10月１日付け27消安第3594

号消費・安全局長通知）に基づく誤用防止措置を徹底することを条件として、製

造及び工場からの出荷を認めることとした。

ついては、下記の通知を別紙のとおり改正したので、御了知の上、その運用に

ついて遺漏のないようお願いする。

記

と畜場から排出される汚泥の流通実態調査への協力依頼について

（平成 21 年１月４日付け 21 消安第 8799 号消費・安全局長通知）
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